
医療連携体制表　比較　（がん）
県計画 奄美圏域（案）

目標等

医療機関
（例）

求められ
る機能等

　　　　　　　　　　要精検者の確実な医療機関受診

　　　　がん診療連携拠点病院等を中心として，ホスピス・緩和ケア病棟，在宅がん医
　　　　療，施設がん医療，その他の歯科医師・薬剤師，就職支援ナビゲーターの地域
　　　　連携による総合的ケアの提供

　　　　地域連携クリティカルパスの活用

連携等

予防・早期発見

・がんのリスク低減
　喫煙（受動喫煙を含む)・食生活・運動等の生活習
　慣の改善及びがんと関連するウイルスの感染予防
・科学的根拠に基づくがん検診の実施及びがん検診
　の精度管理
・がん検診の受診率向上
　胃がん，大腸がん，肺がん，乳がん，
　子宮頸がん検診の受診率60％を目指す（R11年度）

【医療機関】
・精密検査の実施
・がん検診の精度管理への協力
・たばこ対策への協力
・早期発見・早期治療の普及啓発
・がん登録の実施

【薬局】
・早期発見・早期治療の普及啓発
・健康サポート及び薬学的管理指導

【行政】
・科学的根拠に基づくがん検診の実施
・がんの現状把握（がん登録情報の利用等）
・がん検診の精度管理
・たばこ対策（禁煙支援，受動喫煙の防止等）
・感染に起因するがん対策の推進
・「健康かごしま21」の普及啓発
・がん検診実施機関の資質向上
・早期発見・早期治療の普及啓発

【医療機関】
・診断・治療に必要な検査の実施
・画像診断や病理診断等の実施
・手術療法，放射線療法，薬物療法や集学的治療等
　の実施
・セカンドオピニオンの提供
・相談支援体制の確保及び情報の収集・発信
・患者・家族等の交流の支援等
・緩和ケア提供体制等の整備
・がん治療中の口腔管理の実施
・医療従事者の研修の実施
・がん医療等の情報提供
・がん研究の推進
・相談員の更なる資質向上

【薬局】
・健康サポート及び薬学的管理指導
・外来化学療法による副作用のフォローアップ
・医療用麻薬の調剤
・入退院時の切れ目のない薬物療法の連携

療養支援

・住み慣れた家庭や地域での療養を選択できる
・在宅療養支援診療所や訪問看護スーテーション等に
　よる在宅がん医療推進体制の構築

・在宅療養支援診療所
・訪問看護ステーション
・薬局　等

【在宅療養支援診療所・訪問看護ステーション】
・患者の治療時期や状態等に応じた緩和ケアの提供
・人生の最終段階におけるケアの実施
・在宅緩和ケアの従事者への専門的研修の実施
・療養生活全般に関する相談への対応
・社会復帰・就労支援

【薬局】
・健康サポート及び薬学的管理指導
・外来化学療法による副作用のフォローアップ
・医療用麻薬の調剤
・入退院時の切れ目のない薬物療法の連携

・がん診療連携拠点病院等
・県がん診療指定病院
・地域のがん医療機関
・薬局

・精密検査や確定診断等の実施
・診療ガイドラインに準じた診療の実施
・患者の状態やがんの病態に応じた手術療法，放射
　線療法，薬物療法等の実施
・がんと診断された時からの緩和ケアの実施
・治療の合併症予防や症状の軽減
・治療後のフォローアップ
・多職種連携によるチーム医療の実施
・地域におけるがん診療連携体制の構築
・相談支援センターの充実

治療 予防・早期発見 治療 療養支援
・精密検査や確定診断等の実施

・診療ガイドラインに準じた診療の実施
・患者の状態やがんの病態に応じた手術療法，放射
線療法，薬物療法の実施

・がんと診断された時からの緩和ケアの実施
・身体症状の緩和，精神心理的な問題への対応
・治療の合併症予防や症状の軽減
・治療後のフォローアップ

・多職種連携によるチーム医療の実施
・地域におけるがん診療連携体制の構築
・相談支援体制の充実

・がんのリスク軽減

　喫煙（受動喫煙を含む）・食生活・運動等の生活習
慣の改善及びがんと関連するウイルスの感染予防
・科学的根拠に基づくがん検診の実施及びがん検診

の精度管理
・がん検診の受診率向上
　胃がん，大腸がん，肺がん，乳がん，
　子宮頸がん検診の受診率60％を目指す（R11年

度）
・早期のがんの発見

・住み慣れた家庭や地域での療養を選択できる

・在宅療養支援診療所や訪問看護ステーション等に
よる在宅がん医療推進体制の構築
・患者の意向を踏まえた，在宅等による生活場での

療養支援
・緩和ケアの実施
・希望する患者に対する看取りの実施

【医療機関】
・精密検査の実施
・がん検診の精度管理への協力
・たばこ対策への協力

・早期発見・早期治療の普及啓発
・がん登録の実施
・がんが疑われた時の専門的診療施設の紹介や早

期のがんの発見
【薬局】
・早期発見・早期治療の普及啓発
・健康サポート及び薬学的管理指導

【行政】
・科学的根拠に基づくがん検診の実施
・がんの現状把握（がん登録情報の利用等）
・がん検診の精度管理

・たばこ対策（禁煙支援，受動喫煙の防止等）
・感染に起因するがん対策の推進
・「健康かごしま21」の普及啓発
・がん検診実施機関の資質向上

・早期発見・早期治療の普及啓発

【医療機関】
・診断・治療に必要な検査の実施
・画像診断や病理診断の実施
・手術療法，放射線療法，薬物療法や集学的治療

等の実施
・セカンドオピニオンの提供
・相談支援体制の確保及び情報の収集・発信

・患者・家族等の交流の支援等
・緩和ケア提供体制等の整備
・がん治療中の口腔管理の実施
・医療従事者の研修の実施

・がん医療等の情報提供
・がん研究の推進
・相談員の更なる資質向上
・専門治療後の，再発予防のための術後療法や再

発の早期発見などフォローアップの実施
・再発や転移が疑われた場合及び，症状悪化時専
門的診療を担う医療機関との連携
・専門的診療施設や在宅療養支援施設等と，診療

情報や治療計画を共有するなどの連携
・地域のケアマネジャー，訪問看護などの介護保険
サービス，薬局，歯科などとの連携による情報共有
の実施

【肺がん】
・手術，放射線治療及び化学療法を効果的に組み
合わせた集学的治療の実施（他院へ放射線療法依
頼を含む）

【大腸がん】
・手術療法及び化学療法の実施
【乳がん】
・手術，放射線療法及び薬物療法（化学 療法・ホル

モン療法）を効果的に組み合わせた集学的治療の
実施（他院へ放射線療法依頼を含む）
【薬局】
・健康サポート及び薬学的管理指導

・外来化学療法による副作用のフォローアップ
・医療用麻薬の調剤
・入退院時の切れ目ない薬物療法の連携

【在宅療養支援診療所・訪問看護ステーション】
・患者の治療時期や状態等に応じた緩和ケアの提
供
・人生の最終段階におけるケアの実施

・在宅緩和ケアの従事者への専門的研修の実施
・療養生活全般に関する相談への対応
・社会復帰・就労支援

・診療ガイドラインに準じた診療の実施
・患者が希望する場合の，往診・訪問診療の実施
・全般的な療養生活に関する相談，もしくは対応可
能な施設と連携しての対応。その他各診療科との連

携
・地域のケアマネジャー，訪問看護などの介護福祉
サービス，薬局，歯科などと連携による情報共有。
口腔ケアの実施

・医療用麻薬の提供
・看取りを含めた終末期ケアを24時間体制で提供
【薬局】
・健康サポート及び薬学的管理指導

・外来化学療法による副作用のフォローアップ
・医療用麻薬の調剤
・入退院時の切れ目ない薬物療法の連携

がん診療連携拠点病院等を中心として，ホスピス・緩和ケア病棟，在宅がん医療，施設がん医
療，その他の歯科医師・薬剤師，就職支援ナビゲーターの地域連携による総合的ケアの提供

地域連携クリティカルパスの活用

要精検者の確実な医療機関受診

・医療施設間における診療情報，治療計画の共有（退院後の緩和ケアを含む・研修実施）
・施設間連携カンファレンスの実施
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協議1－1



（脳卒中）
県計画 奄美圏域（案）
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（心筋梗塞）
県計画 奄美圏域（案）
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（糖尿病）
県計画 奄美圏域（案）

【初期・安定期治療】

目標等

○糖尿病の診断及び生活習慣指導等の
　実施
○良質な血糖コントロール評価を目指
　した治療

医療機関等の例

○病院
○診療所
○歯科診療所
○薬局

求められる機能

○糖尿病の診断及び専門的指導
○75gOGTT，HbA1c等糖尿病の評価に必
　要な検査の実施
○食事療法，運動療法及び薬剤療法に
　よる血糖のコントロール
○低血糖時及びシックディの対応
○歯科口腔保健指導の実施
○紹介基準等を踏まえた適切な専門医
　療機関の紹介
○健診受診後の受診勧奨対象者に対す
　る適切な対応
○薬学的管理指導
○専門治療・急性増悪時治療，慢性合
　併症治療を行う医療機関等との連携
○在宅医療や訪問看護，介護サービス
　等を行う事業者等との連携
○保険者や関係団体等と連携した取組

連携等

【発症予防】 【専門治療・急性増悪時治療】 【慢性合併症治療】

○糖尿病の発症予防 ○教育入院等の集中的な治療による血糖コントロール
　指標の改善
○糖尿病昏睡等急性合併症の治療実施

○糖尿病の慢性合併症に対する専門的
　治療の実施

○クリティカルパス等の活用による診療情報や治療計画の共有

○病院
○診療所
○歯科診療所
○保健センター
○健診実施機関
○薬局

○教育入院等を実施する医療機関
○病院
○診療所（主に糖尿病内科を有する診療所）

○病院
○診療所
○歯科診療所
○薬局

○健診等の実施
○健康教育の実施
○基礎疾患・危険因子の
　管理
○各関係機関との連携

○75gOGTT，HbA1c等糖尿病の評価に必要な検査の実施
○食事療法，運動療法を実施するための設備
○各専門職種チームによる，食事療法，運動療法，薬剤
　療法等を組み合わせた教育入院等の集中的な治療（心
　理問題を含む）の実施
○外来療養指導を行える体制
○１型糖尿病に対する治療が可能
○糖尿病患者の妊娠への対応
○薬学的管理指導
○初期・安定期治療，慢性合併症治療を行う医療機関等
　との連携
○在宅医療や訪問看護，介護サービス等を行う事業者等
　との連携
○保険者や関係団体等と連携した取組

〔急性増悪時治療として〕
○糖尿病昏睡等急性合併症の治療に関する24時間対応

○糖尿病の慢性合併症（網膜症，腎症，
　神経障害等）に対する専門的検査治療
　の実施
○健康サポート及び薬学的管理指導
○初期・安定期治療，専門治療・急性増
　悪時治療を行う医療機関等との連携
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（精神疾患）
県計画 奄美圏域（案）

なし

機
能

地域精神科医療提供機能 地域連携拠点機能

・患者本位の精神科医療を提供すること ・患者本位の精神科医療を提供すること

・ＩＣＦ*1の基本的考え方を踏まえながら他職種協働
による支援を提供すること

・ＩＣＦの基本的考え方を踏まえながら他職種協働
による支援を提供すること

・地域の保健医療福祉介護の関係機関との連携・協
力を行うこと

・地域の保健医療福祉介護の関係機関との連携・協
力を行うこと

・医療連携の地域拠点の役割を果たすこと

・情報収集発信の地域拠点の役割を果たすこと

・人材育成の地域拠点の役割を果たすこと

・地域精神科医療提供機能を支援する役割を果たす
こと

・患者の状況に応じて適切な精神医療（外来医療，
訪問診療を含む）を提供するとともに，精神症状悪
化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保するこ
と

・患者の状況に応じて適切な精神医療（外来医療，
訪問診療を含む）を提供するとともに，精神症状悪
化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保するこ
と

・精神科医，薬剤師，看護師，作業療法士，精神保
健福祉士，臨床心理技術者等の多職種によるチーム
による支援体制を作ること

・精神科医，薬剤師，看護師，作業療法士，精神保
健福祉士，臨床心理技術者等の多職種によるチーム
による支援体制を作ること

・医療機関（救急医療，周産期医療を含む。），障
害福祉サービス事業所，相談支援事業所，居宅介護
支援事業所，地域包括支援センター等と連携し，生
活の場で必要な支援を提供すること

・医療機関（救急医療，周産期医療を含む。），障
害福祉サービス事業所，相談支援事業所，居宅介護
支援事業所，地域包括支援センター等と連携し，生
活の場で必要な支援を提供すること

・地域連携会議の運営支援を行うこと

・積極的な情報発信を行うこと

・多職種による研修を企画・実施すること

・地域精神科医療提供機能を担う医療機関からの個
別相談への対応や，難治性精神疾患・処遇困難事例
の受け入れ対応を行うこと

目
標

医
療
機
関
に
求
め
ら
れ
る
事
項
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（救急医療）
県計画 奄美圏域（案）
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（災害医療）
県計画 奄美圏域（案）

なし

災害拠点病院 救護班協力医療機関 その他の専門医療受入機関

求められる機能

等

・重篤患者の救命医療を行うために必要な施
設，設備，医療従事者の確保

・DMATを保有し，その派遣体制の維持

・多数の患者に対応可能な居室や簡易ベッドの

確保
・診療機能を有する施設が耐震構造

・通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機

等の保有と，3日分程度の備蓄燃料の確保
・衛星電話の保有と，衛星回線インターネット

が利用できる環境の整備

・特殊な災害に対する施設，整備

・被災時における生活必需基盤の維持体制
・水，食料，医薬品，医療資機材等の3日分程

度の備蓄

・対応マニュアルの整備，研修，訓練等による

人材の育成

・被災地における応急医療や被災者に対する感
染症の蔓延防止，衛生面のケア，メンタルヘル

スケア等を実施する医療従事者の派遣

（チームを構成した者に限らず，医師，薬剤

師，看護師等の医療従事者を1名でも被災地へ
派遣することについて協力できることを意味す

る）

・人工呼吸器対応医療機関
　災害時に人工呼吸器を装着している在宅療養

患者の入院受入対応

・在宅酸素療養対応医療機関
　災害時に在宅酸素療養者への入院受入対応

・透析治療対応医療機関
　災害時に透析治療を要する方への受入処置対

応
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（離島・へき地医療）
県計画 奄美圏域（案）

求

め

ら

れ

る

機

能

等

・保健師等による保健指導の
実施
・地区の保健衛生状態の把
握
・保健所，最寄りへき地診療
所等との緊密な連携の下に
地区の実情に即した活動

・プライマリケアの診療が可能な医師
等の確保
・巡回診療の実施
・必要な医療機器等の整備
・遠隔医療システム等を活用した医療
連携による適切な医療の提供
・へき地医療拠点病院等における研修
への参加
・オンライン服薬指導の実施

・巡回診療による医療の確保
・へき地診療所への代診医当の派遣
（継続的な医師派遣も含む。）及び技
術的指導，援助
・離島・へき地の医療従事者に対する
研修の実施，研修施設の提供
・遠隔診療等の実施による各種診療
支援
・高度診療機能による，へき地医療拠
点病院の診療活動の援助
・オンライン服薬指導の実施

連携等

・ヘリ等による救急搬送体制の充実
・へき地医療拠点病院等との連携
・へき地診療所支援システムの活用

保健指導等 離島・へき地における医療 離島・へき地診療を支援する医療

目標等

・無（歯科）医地区等における
保健指導等の提供

・無（歯科）医地区等における医療の確
保
・専門的な医療や高度な医療を提供
する医療機関へ搬送する体制の整備

・診療支援機能の向上
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（周産期医療）
県計画 奄美圏域（案）

・正常分娩（日常生活・保健指
導，新生児の医療相談を含
む。）
・分娩前後の健診

周産期に係る比較的高度な医
療

母体・児におけるリスクの高い
妊娠に対する医療及び高度な
新生児医療

退院した障害児等が生活の場
で療養・療育できるための支援

・周産期医療関連施設を退院し
た障害児等が生活の場（施設を
含む。）で療養・療育できる体制
の提供
・在宅で療養・療育している児の
家族に対する支援

連携等

求

め

ら

れ

る

事

項

療養・療育支援

・人工呼吸器の管理が必要な児
や，気管切開等のある児の受け
入れ
・児の急変時に備えた，救急対
応可能な病院等との連携
・関係機関との連携による医
療，保健及び福祉サービス及び
レスパイト入院等の調整
・自宅以外の場における，障害
児の適切な療養・療育の支援
・家族に対する精神的サポート
等の支援

総合周産期医療

・産科及び新生児医療を専門と
する小児科，麻酔科その他の関
係診療科を有すること
・常時の母体及び新生児搬送
受入機関を有すること
・以下の設備を有すること
○母体・胎児集中治療管理室
（ＭＦＩＣＵ）
○新生児集中治療管理室（ＮＩＣ
Ｕ）
○新生児治療回復室（ＧＣＵ）
○新生児用ドクターカー
○検査機能，輸血の確保
・ＭＦＩＣＵ，ＮＩＣＵの24時間診療
体制を確保するために必要な医
師及びその他の各種職員
・災害対策として業務継続計画
を策定し，自県又は近隣県の被
災時における積極的な物資や
人員等の支援

・母体・児にリスクの高い妊娠に
対する医療及び高度な新生児
医療の実施
・周産期医療体制の中核として
の地域周産期医療関連施設と
の連携

・産科及び小児科（新生児医療
を担当するもの）を有すること
・緊急帝王切開術等比較的高
度な医療を提供することができ
ること
・新生児病室等の保有（ＮＩＣＵを
設けることが望ましい）
・小児科において，24時間体制
を確保するために必要な医師及
びその他の職員の
配置
・産科において帝王切開術が必
要な場合，迅速に手術への対
応が可能となるような医師及び
その他の各種職員
・地域周産期医療関連施設から
の救急搬送の受入，総合周産
期母子医療センター等との連携

・産科に必要とされる検査，診
断，治療の実施
・正常分娩の安全な実施
・他の医療機関との連携によ
る，合併症や，帝王切開術その
他の手術への適切な対応
・妊産婦のメンタルヘルスへの
対応
・緊急時の病態や緊急度に応じ
た適切な医療機関への搬送や
平時からの地域周産期母子医
療センターとの連携

地域周産期医療

目標

健診・正常分娩

・正常分娩の対応
・妊婦健診を含めた分娩前後の
診療
・他医療機関との連携によるリ
スクの低い帝王切開術の対応

・周産期に係る比較的高度な医
療行為の実施
・24時間体制での周産期救急
医療（緊急手術を含む。）への
対応

機能

療養・療育が必要な児の情報（診療情報や治療計画等）の共有

総合周産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設との連携
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（小児医療）
県計画 奄美圏域（案）
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（在宅医療）
県計画
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（在宅医療）
県計画
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（在宅医療）
奄美圏域（案）
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